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令和６年度工事監査報告書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定による監査を藤

沢市監査基準に基づき執行したので、同条第９項の規定によりその結果を次のとお

り報告する。 

 

第１ 監査目標      公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

第２ 監査対象      長後市民センターコミュニティー棟体育室空調設備 

 改修工事 

第３ 監査の着眼点    （１）計画及び設計は適切か。 

             （２）積算は適切か。 

             （３）入札及び契約は適切か。 

             （４）工事監理は適切か。 

             （５）施工及び施工管理は適切か。 

第４ 監査実施期間    ２０２４年（令和６年）１０月２９日から 

２０２５年（令和７年）３月２６日まで 

第５  監査を実施した委員 監査委員   中 川   隆 

             同      石 田 晴 美 

             同      西     智 

同      平 川 和 美 

第６ 監査の主な実施内容 

１ 対象工事の選定 

   ２０２４年（令和６年）４月１日から２０２４年（令和６年）８月９日まで

の間に市が締結した工事請負契約に係る工事で、調査時点において完了してい

ない工事の中から、その契約金額、工種、工事の進捗状況等を勘案して次の工

事を選定した。 

（１）工 事 名  長後市民センターコミュニティー棟体育室空調設備改修 

工事 

（２）担 当 課  計画建築部 公共建築課 

（３）請負金額  ２１,７１６,２００円 

（４）工事場所  藤沢市長後５１３番地 

（５）工  期  ２０２４年（令和６年）６月２０日から 

                  ２０２５年（令和７年）２月２８日まで 
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（６）工事概要   空冷式ヒートポンプチラーユニットの更新に伴う、 

空調設備配管・電気設備配管配線工事一式 

２ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、

検査、当該工事の契約等を、妥当性、公正性、適正性、経済性及び公平性の観

点から検証し、当該工事が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、

工事主管課等から関係資料の提出と内容説明を求め、現地調査その他必要と認

めた監査を実施した。 

なお、工事技術調査は公益社団法人大阪技術振興協会に業務委託し、２０２

５年（令和７年）１月２３日に派遣された技術士が次の手順により調査を実施

した。 

（１）担当部課による工事概要等の説明 

（２）設計図書類の閲覧 

（３）施工計画書の閲覧 

（４）施工管理帳票類の閲覧 

（５）工事監理状況の調査 

（６）施工管理状況の調査 

（７）その他  

第７ 調査の結果 

計画、設計、積算、工事監理、施工管理、施工状況、検査、当該工事の契約

等について、おおむね適正に執行されているものと認められた。 

 

第８ 監査委員所見 

   今回の工事監査においては、おおむね適正に執行されているものと認められ

たが、今後のより良い工事執行に向け、次の点に配慮されることを望む。 

（１）危険予知活動（ＫＹ）はリスクアセスメントの手法を取り入れているが、

危険作業への対策を講じた後も危険度の評価が高く、作業できる危険度の

評価まで下がっていないケースが散見されたため、危険度の評価値の記入

についてはより正確な記載をされること。 

  （２）作業中に地震、火災等の災害により避難した場合、その日の作業員の人

数を把握しておくことは重要なので、日ごとの作業員の人数確認を実施す

ること。 

  （３）施工計画書の緊急連絡表については、緊急時において携帯電話から通報

する場合があるため、市外局番から記載すること。 
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  （４）今後の機器選定に際しては、案件により、点検費用、消費電力等のランニ

ングコストも機器選定の要素として考慮すること。 

 

以 上   


